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要
旨

政
治
腐
敗
の
根
源
は
「
政
権
交
代
体
制
」
の
欠
如
、
つ
ま
り
「
反

対
党
」
の
欠
如
に
あ
る
。
反
対
党
の
必
須
条
件
は
、
国
防
政
策
の
安

定
度
。
共
産
、
社
民
な
ど
の
ア
キ
レ
ス
腱
は
こ
こ
に
あ
る
。
立
憲
も

は
っ
き
り
し
な
い
。
戦
後
史
で
は
、
一
九
五
一
年
に
大
き
な
断
裂
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
基
本
的
に
継
続
。
そ
れ
を
許
し
て
い
る
の
は
、

敗
戦
後
遺
症
と
そ
れ
を
煽
る
「
平
和
教
育
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

は
じ
め
に

昨
年
来
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
問
題
を
契
機
と
す
る〝
政
治
腐
敗
〟

問
題
が
、
日
本
政
治
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
、

肝
心
の
憲
法
改
正
論
議
が
、
デ
ッ
ト
ロ
ッ
ク
に
乗
り
上
げ
て
い
る
。

改
憲
阻
止
の
立
憲
民
主
党
は
早
速
「
こ
の
時
期
に
論
議
無
理1

」
と
気

勢
を
上
げ
て
い
る
。

政
治
改
革
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
緊
張
感
の
あ
る
与
野
党
関
係
を

ど
う
つ
く
る
か
で
あ
ろ
う
。
い
つ
で
も
政
権
交
代
が
で
き
る
体
制
が

野
党
側
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
資
格
と
準
備
の
あ
る
野
党

は「
反
対
党
」と
呼
ば
れ
る2

。対
案
の
な
い
反
対
の
た
め
の
反
対
の「
野

党
」
で
は
な
い
。
日
本
の
政
治
は
、
こ
れ
が
欠
如
し
て
い
る
。
自
民

党
批
判
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
替
わ
る
政
党
の
塊
は
見
え
な
い
。
こ

の
現
状
を
ど
う
み
る
か
。
原
因
は
な
に
か
。
そ
れ
を
探
り
た
い
。

「
一
九
五
一
年
の
断
裂
」

―「
反
対
党
」
の
条
件
と
し
て
の
国
防
政
策
と

　
　
　
　
　「
日
本
型
社
民
主
義
」の
迷
妄

―

梅

澤

昇

平

（
尚
美
学
園
大
学
名
誉
教
授
）
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１
．
日
本
の
な
か
の
「
政
党
」
の
存
在

日
本
で
は
ど
う
も
「
政
党
」
の
評
価
が
概
し
て
低
い
。

六
〇
四
年
に
聖
徳
太
子
は
十
七
条
の
憲
法
を
つ
く
り
国
家
体
制
の

基
盤
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
憲
法
の
第
一
条
は
「
和
を
以
て
貴
し
と
な

し
、
さ
か
ら
う
こ
と
な
き
を
宗
と
せ
よ
。
人
み
な
党
（
た
む
ら
）
あ

り
」
と
有
名
で
あ
る
。
今
風
に
い
え
ば
党
派
の
否
定
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
日
本
だ
け
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
米
国
の
初
代
大
統
領

ワ
シ
ン
ト
ン
は
、
大
統
領
を
辞
す
る
告
別
の
挨
拶3

で
、「
党
派
精
神

の
有
害
な
影
響
」
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
一
国
一
党
の
全
体
主
義
体
制
は
、
い
ま
で
は
暴
虐
な
独
裁

政
治
に
な
る
こ
と
は
歴
史
の
教
訓
で
あ
る
。

政
党
、
と
く
に
「
反
対
党
」
の
必
要
性
、
重
要
性
が
民
主
主
義
国

家
で
は
常
識
に
な
る
。政
治
学
者
の
シ
ャ
ッ
ト
シ
ュ
ナ
イ
ザ
ー
は『
政

党
政
治
論4

』で「
政
党
は
、現
代
の
政
治
の
単
な
る
付
属
物
で
は
な
く
、

現
代
政
治
の
中
心
に
あ
り
、
そ
こ
で
決
定
的
か
つ
創
造
的
な
役
割
を

演
じ
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
著
名
な
政
治
評
論
家
で
あ
っ
た
リ
ッ
プ

マ
ン
は
、「
反
対
党
は
、
不
可
欠
で
あ
る
。
良
い
政
治
家
は
、
他
の

賢
明
な
人
が
だ
れ
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
つ
ね
に
、
熱
心
な
支

持
者
か
ら
よ
り
は
、
反
対
者
か
ら
よ
り
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ

る5

」
と
語
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
政
治
学
会
会
長
を
つ
と
め
た
キ
イ

と
言
う
政
治
学
者
は
、
米
国
の
政
党
政
治
は
、
大
リ
ー
グ
の
様
な
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
贔
屓
チ
ー
ム
に
熱
中
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
述

べ
て
い
る
。
ド
ジ
ャ
ー
ズ
の
フ
ア
ン
が
終
生
フ
ア
ン
の
よ
う
に
、「
多

分
、
終
生
自
分
た
ち
の
党
の
候
補
者
を
応
援
し
、
そ
の
候
補
者
に
投

票
す
る
だ
ろ
う6

」
と
い
う
。
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
開
放
性
と
熱
狂
だ
。

共
産
党
の
よ
う
な
秘
密
結
社
の
堅
い
結
社
で
な
く
、
大
衆
に
開
か
れ

た
政
党
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
の
日
本
に
と
っ
て
も

参
考
に
な
ろ
う
。

日
本
で
は
、
か
つ
て
民
社
党
を
つ
く
っ
た
西
尾
末
廣
の
言
が
象
徴

的
だ
ろ
う
。
一
九
六
〇
年
の
結
党
直
後
の
日
比
谷
公
会
堂
で
の
演
説

会
で
「
政
権
を
取
ら
ぬ
政
党
は
、
ネ
ズ
ミ
を
と
ら
ぬ
ネ
コ
の
よ
う
な

も
の7

」
と
豪
語
し
た
こ
と
で
あ
る
。
片
山
内
閣
を
作
っ
た
西
尾
な
ら

で
は
の
発
言
だ
。
当
時
の
朝
日
新
聞
が
民
社
党
を
つ
く
っ
た
と
い
わ

れ
る
ほ
ど8

、
マ
ス
コ
ミ
に
も
、
英
国
型
の
二
大
政
党
制
待
望
論
が
あ

っ
た
。
し
か
し
安
保
闘
争
の
大
混
乱
と
社
会
党
浅
沼
委
員
長
の
刺
殺

事
件
の
発
生
な
ど
で
、
民
社
党
は
出
鼻
を
挫
か
れ
、「
反
対
党
」
は

育
た
な
か
っ
た
。

日
本
政
治
の
特
徴
は
、
戦
前
は
、
政
友
会
と
民
政
党
が
、
二
大
政
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党
と
し
て
熾
烈
に
闘
っ
た
歴
史
で
あ
る
。
三
井
だ
、
三
菱
だ
と
財
閥

の
抗
争
と
連
動
し
た
面
が
あ
る9

。
政
権
が
交
代
す
る
と
、
田
舎
の
警

察
署
長
も
連
動
し
て
か
わ
る
。
も
っ
と
ひ
ど
か
っ
た
の
は
、
相
手
党

を
倒
す
た
め
手
段
を
選
ば
な
い
。
と
り
わ
け
、
政
友
会
は
民
政
党
政

権
が
結
ん
だ
一
九
三
〇
年
の
ロ
ン
ド
ン
軍
縮
条
約
を
叩
き
、
天
皇
の

統
帥
権
を
干
犯
と
追
及
。
こ
れ
で
軍
を
独
走
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、

軍
国
主
義
政
治
へ
の
道
を
拓
き
、政
党
間
の
抗
争
は
泥
仕
合
と
な
る
。

国
民
の
政
党
不
信
が
、
政
党
政
治
の
終
焉
、
大
政
翼
賛
会
へ
の
道
と

な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
。

い
ま
ま
た
、
政
党
が
政
党
を
叩
い
て
い
る
。
政
党
、
反
対
党
を
ど

う
育
て
る
の
か
、
こ
の
視
点
が
見
え
な
い
。
階
級
対
立
や
宗
教
対
立

が
ゆ
る
や
か
な
国
で
、
し
か
も
「
寄
付
文
化
」
が
希
薄
な
国
で
、
ど

う
や
っ
て
政
党
を
つ
く
る
か
。「
企
業
団
体
献
金
な
し
」
で
誰
が
金

を
出
す
の
か
。
政
党
は
、
行
政
組
織
で
は
な
い
。
法
律
で
ガ
ン
ジ
ガ

ラ
メ
に
縛
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
。
で
き
る
だ
け
、
党
内
の
情
報
公

開
を
進
め
な
が
ら
、
あ
と
は
、
有
権
者
が
選
挙
で
判
断
す
る
組
織
で

は
な
い
の
か
。
憲
法
21
条
に
は
、
表
現
の
自
由
、
結
社
の
自
由
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
政
党
は
、
憲
法
以
前
の
自
由
な
組
織
で
は
な
い 

の
か
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
日
本
で
は
政
権
交
代
の
頻
度
が
低
い
。
英
国

で
は
、労
働
党
の
ブ
レ
ア
政
権
は
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
後
を
つ
い
で
、

十
三
年
ぶ
り
に
政
権
を
と
っ
た
。
今
回
ま
た
十
四
年
ぶ
り
政
権
交
代

だ
。
ド
イ
ツ
で
は
、
社
会
民
主
党
は
十
六
年
ぶ
り
に
キ
リ
ス
ト
教
民

主
党
か
ら
シ
ュ
レ
イ
ザ
ー
政
権
を
つ
く
っ
た
。
現
在
も
社
民
党
主

体
の
連
立
政
権
だ
。
政
権
交
代
な
し
で
、
議
会
主
義
は
十
分
機
能
し 

な
い
。

２
．
日
本
社
会
党
の
意
欲
の
な
さ
と
無
節
操

戦
後
、
日
本
社
会
党
は
、
片
山
哲
を
首
班
と
す
る
民
主
党
、
国
民

協
同
党
と
の
連
立
政
権
を
つ
く
っ
た
。
社
会
党
の
党
内
ク
ー
デ
タ
ー

で
倒
れ
た
後
は
、
同
じ
三
党
で
芦
田
均
内
閣
を
作
る
。
し
か
し
世
界

の
冷
戦
構
造
化
の
も
と
で
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
の
権
力
闘
争
か
ら
自
由
党
政

権
に
覆
さ
れ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
以
後
、
社
会
党
に
と
っ

て
は
「
政
権
」
は
タ
ブ
ー
と
化
し
た
。
社
会
党
が
左
派
主
導
に
な
っ

て
か
ら
は
、
片
山
、
芦
田
内
閣
は
社
会
党
史
の
い
わ
ば
「
汚
点
」
と

し
て
「
断
罪
」
さ
れ
た
。「
結
果
的
に
は
占
領
軍
の
政
策
転
換
の
道

具
と
し
て
社
会
党
が
利
用
さ
れ
、
資
本
の
擁
護
者
、
労
働
攻
勢
の
防

波
堤
と
な
る
政
策
を
請
け
負
い
、
そ
し
て
社
会
党
は
み
ず
か
ら
の
主

張
と
政
策
を
失
っ
て
、
国
民
の
期
待
を
裏
切
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
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た
。
そ
れ
は
後
に
つ
づ
く
保
守
長
期
政
権
を
ゆ
る
す
大
き
な
母
体
と

も
な
っ
た
」（『
結
党
20
周
年
記
念
出
版
・
日
本
社
会
党
20
年
の
記
録
』）

と
。
こ
れ
が
ず
っ
と
尾
を
引
く
。

村
山
富
市
元
総
理
は
、
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
で
本
音
を
語
る
。

「
結
局
、
社
会
党
内
に
は
政
権
と
い
う
も
の
の
位
置
付
け
や
認
識
と

い
う
も
の
が
、
や
っ
ぱ
り
な
い
ん
じ
ゃ
な
あ
」。
政
権
を
と
っ
て
も
、

「
当
時
の
社
会
党
議
員
ら
は
『
与
党
に
な
っ
た
た
め
に
思
う
よ
う
に

も
の
が
言
え
な
い
』『
野
党
時
代
の
方
が
よ
か
っ
た
』
と
言
っ
て
い

た
な
あ10

」
と
。

こ
の
感
覚
は
、
現
場
に
も
あ
っ
た
。
社
会
党
の
政
策
審
議
会
に
も

い
た
高
木
郁
朗
は
、「
勝
間
田
政
審
会
長
に
、
現
に
や
っ
て
い
る
政

策
活
動
と
社
会
党
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
質
問
し
た
。答
え
は『
片

山
政
権
時
代
の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
が
残
っ
て
い
る
う
ち
に
政
権
を
論
議

す
る
の
は
ム
リ
で
し
ょ
う
な
』
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
僕
に

は
社
会
党
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
に
は
、
政
権
を
取
り
に
行
く
意
欲
が
な

い
よ
う
に
受
け
と
れ
た11

」
と
語
る
。
三
分
の
一
政
党
に
安
住
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

社
会
党
は
、
無
節
操
が
故
に
崩
壊
し
た
と
も
言
え
る
。

一
九
九
三
年
の
細
川
連
立
政
権
は
、
社
会
党
を
含
む
七
党
一
会
派

に
よ
る
連
立
政
権
だ
っ
た
。
ど
う
政
策
を
ま
と
め
る
か
、
不
安
だ
っ

た
が
、
結
局
、
政
権
確
保
で
一
致
し
、
自
民
党
の
外
交
安
保
政
策
は

丸
呑
み
と
な
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。「
連
立
政
権
樹
立
の
七
党

一
会
派
の
合
意
事
項
」
で
、「
連
立
政
権
は
、
憲
法
の
理
念
、
精
神

を
尊
重
し
、
外
交
防
衛
な
ど
国
の
基
本
政
策
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
政
策
を
継
承
」
と
し
、「
八
党
派
覚
書
」
で
、①
外
交
防
衛
政
策
は
、

こ
れ
ま
で
の
政
府
の
政
策
を
継
承
②
日
米
安
保
条
約
を
継
承
、
ア
ジ

ア
の
平
和
安
定
に
貢
献
③
原
子
力
発
電
は
安
全
性
確
保
し
、
新
エ
ネ

ル
ギ
ー
開
発
④
日
韓
条
約
を
遵
守
し
、
平
和
的
統
一
に
努
力
、
を
決

め
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
は
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
配
備
問
題
で
、
社

会
党
の
み
そ
れ
へ
の
対
応
が
取
れ
ず
、
政
権
は
揺
れ
た
の
で
あ
る12

。

ひ
ど
か
っ
た
の
は
、
村
山
自
社
さ
連
立
政
権
で
あ
ろ
う
。
社
会
党

は
、〝
非
武
装
中
立
〟
を
党
是
と
言
っ
て
き
た
が
、
村
山
委
員
長
が

首
相
に
な
る
と
、
党
内
討
議
な
し
で
、
一
夜
に
し
て
党
是
を
捨
て
た

の
に
は
日
本
中
が
驚
い
た
。
筆
者
は
、
こ
の
無
節
操
さ
を
非
難
し
、

い
ず
れ
野
党
に
戻
れ
ば
、
先
祖
帰
り
し
、
ま
た
非
武
装
中
立
に
戻
る

に
違
い
な
い
と
書
い
た13

。
こ
の
予
想
は
的
中
し
た
。
野
党
に
戻
り
、

社
会
党
か
ら
社
民
党
に
看
板
を
変
え
て
も
、
非
武
装
中
立
だ
。

こ
の
暴
挙
へ
の
批
判
は
、
当
然
、
社
会
党
内
で
も
燻
っ
た
。
組
織

局
長
だ
っ
た
船
橋
成
幸
は
自
社
連
立
に
つ
い
て
「
党
員
に
も
市
民
に

も
青
天
の
霹
靂
、
寝
耳
に
水
」「
理
論
的
・
政
策
的
成
果
の
全
て
を
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問
答
無
用
、
一
刀
両
断
に
切
り
捨
て
た
の
が
村
山
発
言
（
注
「
自
衛

隊
合
憲
、安
保
堅
持
」）
で
あ
る14

」
と
恨
み
が
ま
し
い
。
社
会
党
解
党
、

衰
退
の
原
因
と
し
て
、
党
本
部
Ｏ
Ｂ
会
の
発
言
集15

で
は
、
総
評
解
散
、

村
山
政
権
を
挙
げ
る
の
が
多
い
。

３
．「
一
九
五
一
年
日
本
の
〝
断
裂
〟」

日
本
の
〝
左
翼
〟
の
分
裂
、
亀
裂
は
、
筆
者
の
見
立
て
で
は

一
九
五
一
年
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
時
系
列
で
見
る
。

一
九
四
九　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
結
成
（
一
九
四
八　

チ
ェ
コ
の
共
産
ク
ー

デ
タ
ー
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
）

一
九
五
〇　

コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
の
共
産
党
批
判（
占
領
革
命
否
定
、

平
和
革
命
否
定
）、
朝
鮮
戦
争
勃
発

一
九
五
一　

三
、
西
尾
発
言
（
①
独
立
後
は
再
軍
備
②
シ
ビ
コ
ン

確
立
③
日
米
防
衛
体
制
④
改
憲
）

六
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
結
成
と
武
装
平
和
決
議
採

択
（
社
会
党
棄
権
）

九
、
サ
条
約
・
安
保
条
約
調
印

十
、
社
会
党
大
会
分
裂
（
右
派
の
曽
祢
、
西
村
は
両

条
約
賛
成
の
白
白
か
ら
白
青
に
）

十
、
日
本
共
産
党
五
全
協
、
五
一
年
綱
領
採
択

 

（〝
一
九
五
五
体
制
〟、
自
民
党
改
憲
か
ら
な
し

崩
し
合
憲
（〝
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン
〟）、
社
会
党

一
／
三
護
憲
抵
抗
政
党
）

一
九
五
九　

社
会
党
分
裂
・
安
保
闘
争
（
独
Ｓ
Ｐ
Ｄ
新
綱
領
採
択
、

精
神
の
自
由
、
国
防
肯
定
）

一
九
六
〇　

民
社
党
結
成
、
民
主
陣
営
で
防
衛
肯
定
、
安
保
段
階

的
解
消
（
非
武
装
中
立
の
否
定
）

一
九
六
一
～
ベ
ル
リ
ン
の
壁
（
～
八
九
）

一
九
六
二　

社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
の
オ
ス
ロ
宣
言
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は

平
和
の
砦
）

こ
の
時
系
列
の
意
味
を
説
明
す
る
。

西
側
の
集
団
防
衛
同
盟
で
あ
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
加
盟
国
は
い
ま
や

三
十
二
カ
国
と
な
っ
た
。
共
産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
は
、『
新
・

綱
領
教
室
（
下
）』
と
い
う
党
員
必
読
の
綱
領
解
説
書
で
「
軍
事
同

盟
に
し
ば
ら
れ
な
い
非
同
盟
・
中
立
こ
そ
世
界
の
本
流16

」
と
い
う
小

見
出
し
を
つ
け
た
。
大
昔
で
な
く
二
〇
二
二
年
発
行
だ
。
現
実
は
、

真
逆
だ
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
十
二
カ
国
か
ら
出
発
。
防
大
名
誉
教
授
の
佐
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瀬
昌
盛
は
、
一
九
九
九
年
、
当
時
十
六
カ
国
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
「
将
来
、

十
九
～
二
十
八
の
国
の
ど
こ
か17

」
と
予
測
し
た
が
、
三
十
二
だ
。
も

と
も
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
「
ソ
連
・
ア
ウ
ト
」「
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
」「
ド

イ
ツ
・
ダ
ウ
ン
」
が
特
徴
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
事
務
総
長
は
言
っ
た
。
ソ
連

共
産
主
義
を
阻
止
す
る
た
め
、
米
国
を
巻
き
込
む
。
問
題
児
の
ド
イ

ツ
の
頭
は
押
さ
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
同
盟
結
成
の
主
導
者
は
、

英
国
の
労
働
党
政
権
。
ア
ト
リ
ー
首
相
、
ベ
ヴ
ィ
ン
外
相
だ
。
こ
れ

が
で
き
る
直
接
の
動
機
は
、
前
年
一
九
四
八
年
に
チ
ェ
コ
で
共
産
党

に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
の
発
生
。
東
欧
か
ら
西
欧
に
か
け
、
ソ
連

主
導
の
共
産
化
が
迫
る
。
同
時
に
、
ベ
ル
リ
ン
が
ソ
連
に
よ
っ
て
封

鎖
さ
れ
る
。
米
国
が
空
輸
作
戦
で
物
資
を
送
り
込
み
危
機
を
救
っ
た

大
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
西
欧
も
ソ
連
主
導
の
共
産
化
す
る
の
は

時
間
の
問
題
。
そ
こ
で
ア
ト
リ
ー
が
立
ち
上
が
り
、
欧
米
が
結
束
し

た
の
だ
。

ア
ジ
ア
で
も
、
大
激
動
。
四
九
年
秋
に
中
国
が
共
産
党
に
よ
っ
て

統
一
さ
れ
る
。
五
〇
年
に
は
、
ソ
連
主
導
の
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
（
共

産
党
情
報
局
）
は
、日
本
共
産
党
を
批
判
。
占
領
下
の
革
命
は
駄
目
。

平
和
革
命
は
駄
目
と
い
う
も
の
。
当
時
の
徳
田
球
一
書
記
長
ら
は
こ

れ
に
反
発
し
反
論
す
る
が
、
党
内
で
は
志
賀
義
雄
や
宮
本
顕
治
な
ど

は
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
の
方
針
を
支
持
し
党
内
は
分
裂
。
結
局
、「
国

際
派
」
と
呼
ば
れ
た
志
賀
、
宮
本
ら
が
主
導
権
を
握
り
、
武
装
革
命

路
線
に
走
る
。
ま
た
六
月
に
は
、
北
が
仕
掛
け
た
朝
鮮
戦
争
が
勃
発

し
た
。
第
二
次
大
戦
の
勝
者
で
あ
る
米
ソ
に
亀
裂
が
走
り
、「
米
ソ

冷
戦
」
時
代
が
来
る
。

翌
一
九
五
一
年
は
日
本
は
大
混
乱
に
な
る
。
三
月
に
、
社
会
党
の

中
執
は
荒
れ
る
。
三
月
二
日
の
読
売
新
聞
の
一
面
ト
ッ
プ
は
社
会
党

の
党
内
情
勢
だ
。
社
会
党
と
片
山
内
閣
を
作
っ
た
大
立
て
者
の
西
尾

末
廣
の
発
言
が
一
面
を
飾
る
。
見
出
し
は
「〝
再
軍
備
は
必
要
〟
西

尾
氏
表
明18

」
だ
。
内
容
は
以
下
の
四
点
。
①
講
和
条
約
が
成
立
し
て

独
立
国
家
に
な
っ
た
ら
再
軍
備
は
絶
対
に
必
要
だ
②
（
戦
前
）
軍
隊

が
無
謀
な
い
く
さ
を
し
た
の
は
軍
備
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な

く
、
軍
の
性
格
が
軍
閥
だ
っ
た
た
め
だ
か
ら
。
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
必
要
だ
③
自
力
防
衛
が
困
難
な
場
合
は
必
要
に
応
じ
て

日
米
防
衛
協
定
ま
た
は
地
域
集
団
保
障
が
良
い
④
現
行
憲
法
は
敗
戦

直
後
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
講
和
後
は
全
面
的
に
再
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。

当
時
と
し
て
は
衝
撃
的
内
容
だ
っ
た
ろ
う
。
い
ま
と
な
っ
て
も
、

軍
隊
保
持
を
明
記
す
る
憲
法
改
正
は
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

六
月
に
大
き
な
国
際
会
議
が
ド
イ
ツ
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
あ
っ

た
。
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
の
結
成
で
あ
る
。
共
産
党
系
で
な
い
社
会
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主
義
政
党
が
三
十
四
カ
国
か
ら
結
集
し
た
。
そ
こ
で
「
民
主
社
会
主

義
の
目
的
と
任
務
」
と
い
う
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
宣
言
を
発
表
し
た
。

社
会
主
義
は
共
産
主
義
と
は
無
縁
だ
と
い
う
意
味
で
「
民
主
社
会
主

義
」
と
い
う
用
語
を
は
じ
め
て
旗
印
と
し
て
掲
げ
た
。
そ
れ
ま
で
、

社
会
民
主
主
義
と
い
う
用
語
は
あ
っ
た
。
暴
力
革
命
で
な
い
マ
ル
ク

ス
主
義
と
い
う
意
味
で
カ
ウ
ツ
キ
ー
主
義
と
も
言
わ
れ
た
。
こ
の
曖

昧
性
を
斬
る
た
め
か
、「
民
主
社
会
主
義
」
と
い
う
新
し
い
用
語
を

打
ち
出
し
た
。「
国
際
共
産
主
義
は
新
た
な
帝
国
主
義
の
要
具
で
あ

る
」「
自
由
な
く
し
て
社
会
主
義
は
あ
り
え
な
い
」「
平
和
は
集
団
的

保
障
の
制
度
に
よ
っ
て
の
み
確
保
し
う
る
」
な
ど
を
決
め
た
。

こ
の
宣
言
採
択
後
、
英
国
労
働
党
が
提
案
し
て
「
平
和
の
た
め
の

武
装
決
議
」
を
採
択
し
た
。「
平
和
の
た
め
の
闘
争
に
関
す
る
社
会

主
義
者
の
世
界
的
活
動
」
が
正
式
名
だ
。

「
朝
鮮
戦
争
は
、
一
つ
の
危
険
信
号
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
ミ
ン
フ
ォ

ル
ム
（
共
産
党
情
報
局
）
が
そ
の
勢
力
伸
長
の
手
段
と
し
て
軍
事
力

を
利
用
す
る
に
何
ら
遠
慮
し
て
い
な
い
こ
と
だ
」「
過
去
は
自
由
な

民
主
主
義
国
が
武
装
力
な
く
し
て
全
体
主
義
の
恐
怖
に
対
し
て
自
ら

を
防
衛
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
し
め
し
た
」「
平
和
は
武
装

な
く
し
て
は
保
障
さ
れ
な
い19

」
と
い
う
も
の
だ
。

世
界
の
参
加
党
は
、両
方
に
賛
成
し
た
が
、武
装
決
議
に
唯
一
「
棄

権
」
し
た
党
が
あ
っ
た
。
日
本
社
会
党
で
あ
る
。
当
時
社
会
党
は
、

片
山
、
西
尾
ら
が
追
わ
れ
、
左
派
の
鈴
木
茂
三
郎
が
委
員
長
に
な
っ

て
い
た
。
鈴
木
代
表
団
が
、
乗
り
込
ん
だ
も
の
の
、
イ
ン
タ
ー
の
こ

の
決
議
に
び
っ
く
り
し
て
、
い
わ
ば
逃
げ
帰
っ
た
の
で
あ
る
。

重
大
な
こ
と
は
、
民
主
社
会
主
義
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
い
わ
ば
一
体
だ

っ
た
こ
と
だ
。
反
ソ
反
共
で
あ
る
。
理
論
と
国
防
の
両
面
で
、
反
ソ

反
共
だ
っ
た
の
だ
。
マ
ル
ク
ス
主
義
を
信
奉
し
、ソ
連
、中
国
を
「
平

和
勢
力
」
と
み
な
す
社
会
党
の
左
派
や
共
産
党
に
は
容
認
で
き
な
か

っ
た
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
二
百
年
以
上
「
中
立
」
政
策
を
と
っ
て
き
た
が
、

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
を
契
機
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
滑
り
込
ん
だ
。

そ
こ
で
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
と
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
、
完
全
に
表
裏
一

体
と
な
る
。
現
在
は
、
イ
ン
タ
ー
は
拡
大
し
す
ぎ
、
む
し
ろ
Ｅ
Ｕ
議

会
で
の
社
会
進
歩
同
盟
と
し
て
西
欧
社
民
政
党
は
活
躍
し
て
い
る

（
た
だ
し
Ｅ
Ｕ
外
の
英
国
労
働
党
も
い
る
）。
六
月
の
Ｅ
Ｕ
議
会
選
挙

で
も
、
保
守
、
右
翼
に
対
抗
し
て
第
二
勢
力
の
地
位
を
維
持
し
た20

。

こ
の
年
九
月
、
日
本
で
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
と
日
米
安

保
条
約
に
吉
田
内
閣
は
調
印
し
た
。
西
側
の
一
員
と
し
て
独
立
を
回

復
し
、
駐
留
軍
を
在
日
米
軍
と
し
て
同
盟
し
た
の
で
あ
る
。
社
会
党

は
大
混
乱
。
民
主
社
会
主
義
派
の
右
派
と
、
中
ソ
に
親
近
感
を
覚
え



75　　　「一九五一年の断裂」

る
左
派
の
激
突
だ
。
党
の
中
央
執
行
委
員
会
で
右
派
が
左
派
を
上
回

っ
た
。
左
派
は
両
条
約
反
対
。
右
派
は
、
西
尾
派
の
曽
祢
益
や
西
村

栄
一
ら
は
両
条
約
賛
成
で
衝
突
。
し
か
し
右
派
の
中
間
派
・
浅
沼
稻

次
郎
書
記
長
は
、
左
派
に
勝
つ
た
め
、
講
和
条
約
賛
成
、
安
保
条
約

反
対
で
妥
協
す
る
よ
う
に
曽
祢
、
西
村
ら
を
説
得
し
た
。
し
か
し
、

十
月
二
十
三
日
か
ら
浅
草
公
会
堂
で
開
か
れ
た
党
大
会
で
は
、
左
派

が
逆
転
。
党
は
分
裂
し
た
。
こ
れ
は
分
裂
す
べ
く
し
て
分
裂
し
た
と

後
か
ら
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
世
界
観
が
違
う
の
だ
。

こ
の
時
期
、
日
本
共
産
党
は
暴
走
し
、
五
一
年
綱
領
で
武
装
革
命

路
線
を
走
る
。
朝
鮮
戦
争
の
第
二
戦
線
で
、
在
日
米
軍
の
韓
国
支
援

を
妨
害
す
る
た
め
暴
れ
た
。

こ
う
み
る
と
、
一
九
五
一
年
が
日
本
の
「
左
派
」
と
い
う
か
、
社

会
主
義
運
動
、労
働
運
動
の
分
岐
点
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
な
い
か
。

こ
れ
以
降
に
つ
い
て
は
、
一
瞥
す
る
。

一
九
五
五
年
の
保
守
合
同
に
よ
る
自
民
党
の
結
成
、
両
派
社
会
党

の
統
一
に
よ
る
社
会
党
の
再
建
で
、
日
本
の
政
局
は
、
い
わ
ゆ
る

五
五
年
体
制
に
入
る
。
こ
の
時
代
、
自
民
党
は
国
会
で
改
憲
に
必
要

な
三
分
の
二
の
議
席
を
取
れ
ず
鳩
山
に
よ
る
憲
法
改
正
が
挫
折
。
以

後
は
、「
な
し
崩
し
改
憲
」
と
吉
田
茂
の
い
わ
ゆ
る
「
吉
田
ド
ク
ト

リ
ン
」（
軽
武
装
、
経
済
優
先
主
義
）
に
替
わ
り
、
改
憲
路
線
を
辞

め
る
。
一
方
、
社
会
党
は
、
改
憲
阻
止
の
三
分
の
一
議
席
確
保
に
安

住
し
、
抵
抗
政
党
に
堕
す
。
一
か
二
分
の
一
政
党
体
制
で
、
政
権
交

代
な
き
不
毛
の
対
立
政
党
時
代
と
な
る
。

こ
れ
に
亀
裂
が
入
る
の
は
、
五
八
年
暮
れ
の
西
尾
の
昭
電
事
件
無

罪
確
定
か
ら
で
あ
る
。
早
速
、
西
尾
は
、「
対
案
の
な
い
安
保
反
対

は
お
か
し
い
」「
世
界
は
、
資
本
主
義
対
社
会
主
義
の
対
立
よ
り
も
、

民
主
主
義
対
全
体
主
義
の
対
立
だ
」
な
ど
と
発
言
を
し
、
社
会
党
は

五
九
年
党
大
会
で
と
う
と
う
分
裂
。
民
社
党
の
結
成
に
な
る
。
こ
の

年
、
西
欧
で
も
、
ド
イ
ツ
社
民
党
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
訣
別
す
る
新

綱
領
、
バ
ー
ド
・
ゴ
ー
デ
ス
ベ
ル
ク
綱
領
を
採
択
。
社
会
主
義
イ
ン

タ
ー
宣
言
を
受
け
た
も
の
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
ド
グ
マ
を
捨
て
、

精
神
の
自
由
な
党
を
め
ざ
し
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
も
と
で
の
国
防
を
肯
定

し
た
。

こ
れ
は
翌
一
九
六
〇
年
の
民
社
党
結
党
綱
領
に
も
影
響
を
与
え

た
。
民
社
党
は
、
日
本
の
革
新
的
野
党
の
中
で
、
初
め
て
、
民
主
陣

営
で
の
国
防
を
肯
定
。
日
米
安
保
は
廃
棄
で
な
く
段
階
的
解
消
を
主

張
し
た
。
当
時
こ
れ
を
起
案
し
た
曽
祢
益
書
記
長
は
、
社
会
党
流
の

「
非
武
装
中
立
」
を
排
除
し
た
と
述
べ
た21

。

一
九
六
一
年
に
は
ド
イ
ツ
に
東
西
を
断
絶
さ
せ
る
「
ベ
ル
リ
ン
の

壁
」
が
築
か
れ
る
。
一
九
八
九
年
ま
で
続
く
。
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一
九
六
二
年
に
は
、
イ
ン
タ
ー
は
結
成
十
年
を
振
り
返
り
、
あ
ら

た
に「
オ
ス
ロ
宣
言
」を
採
択
し
た
。そ
の
中
で
象
徴
的
な
言
葉
は「
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
は
平
和
の
砦
」
で
あ
る
と
宣
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。
社
会
党

は
大
会
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
。

４
．「
日
本
型
社
民
主
義
」
な
る
代し
ろ

物も
の

こ
こ
で「
社
会
民
主
主
義
」「
民
主
社
会
主
義
」な
る
も
の
の
定
義
、

解
釈
に
つ
い
て
、
お
さ
ら
い
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

社
会
思
想
家
の
武
藤
光
朗
が
書
い
た
『
民
主
社
会
主
義
事
典
』（
民

社
研
編22

）
を
ま
ず
参
考
に
す
る
。「
民
主
社
会
主
義
」
に
つ
い
て
は
、

冒
頭
で
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
社
会
民
主
主
義
」
に
つ
い
て
紹

介
す
る
。「
一
九
一
九
年
、
共
産
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
結

成
さ
れ
る
ま
で
、マ
ル
ク
ス
主
義
的
社
会
主
義
を
総
称
し
て
い
た
が
、

そ
の
後
は
、
共
産
主
義
に
反
対
す
る
第
二
イ
ン
タ
ー
系
の
社
会
主
義

を
社
会
民
主
主
義
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会
民
主
主
義
は
基
本

的
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
を
と
る
が
、
暴
力
革
命
と
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
階
級
独
裁
に
反
対
し
、
議
会
制
民
主
主
義
を
通
じ
て
漸
進
的
に

政
権
を
獲
得
し
、
社
会
主
義
の
実
現
を
期
す
る
」。

こ
れ
に
対
し
て
共
産
主
義
者
は
社
会
民
主
主
義
者
を
「
裏
切
者
」

扱
い
を
す
る
。
だ
か
ら
、
社
会
党
内
で
も
、
社
会
民
主
主
義
と
い
う

言
葉
は
タ
ブ
ー
だ
っ
た
と
い
う
。
江
田
三
郎
も
告
白
し
て
い
る
。「
社

会
民
主
主
義
は
重
大
な
段
階
で
労
働
者
階
級
と
国
民
を
裏
切
る
も
の

だ
と
い
う
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー
ニ
ン
派
の
宣
伝
が
浸
透
し
、
客
観
的

に
は
社
会
民
主
主
義
の
道
を
歩
ん
で
い
る
者
も
、自
ら
を
そ
う
だ
と
、

は
っ
き
り
表
明
し
な
い
傾
向
が
強
い23

」と
。
共
産
主
義
者
は
、「
社
民
」

を
目
の
敵
に
し
た
。
近
親
憎
悪
か
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
も
「
社
民
主
敵

論
」
だ
っ
た
。
敵
は
、社
民
。「
社
会
フ
ァ
シ
ズ
ム
」
論
も
こ
こ
か
ら
。

現
在
、
社
会
民
主
党
は
、
自
ら
を
「
社
会
民
主
主
義
」
と
い
う24

。

そ
の
前
身
で
あ
っ
た
日
本
社
会
党
は
、
最
後
は
、
社
会
民
主
主
義
へ

脱
皮
し
た
と
い
っ
た
。結
党
四
十
年
目
に
出
し
た
一
九
八
六
年
の「
新

宣
言
」
つ
ま
り
「
日
本
社
会
党
の
新
宣
言
―
愛
と
知
と
力
に
よ
る
創

造
」
で
転
換
し
、
一
九
九
五
年
の
「
九
五
年
宣
言
―
新
し
い
基
本
価

値
と
政
策
目
標
」
で
完
成
し
た
と
い
う
。

「
九
五
年
宣
言
」
の
ま
と
め
で
、「『
新
宣
言
』
で
、
現
在
の
体
制
を

認
め
、
体
制
内
で
緩
や
か
な
改
革
を
積
み
上
げ
る
社
会
民
主
主
義
の

政
策
手
法
を
と
り
い
れ
て
い
ま
す
。
～
『
新
宣
言
』
を
新
た
な
基
本

文
書
『
九
五
年
宣
言
』
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た25

」。

し
か
し
、「
西
欧
社
民
」
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
西
側
の
一
員
と

し
て
の
防
衛
体
制
に
つ
い
て
、
ど
こ
か
に
言
及
が
あ
る
か
。
こ
れ
は
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見
事
に
な
い
。「
新
宣
言
」
で
は
、「
非
同
盟
・
中
立
・
非
武
装
の
実
現
」

と
あ
る
。「
九
五
年
宣
言
」
で
は
、「
防
衛
政
策
の
基
本
は
軍
縮
」「
安

保
条
約
を
堅
持
し
つ
つ
、で
き
る
だ
け
軍
事
面
を
小
さ
く
」
と
あ
る
。

こ
れ
で
は
、
ゼ
ロ
回
答
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
。

日
本
社
会
党
の
歴
史
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
も
の
に
原
彬
久

『
戦
後
史
の
な
か
の
日
本
社
会
党26

』
が
あ
る
。
し
か
し
西
欧
社
民
と

比
較
し
な
が
ら
、「
社
民
政
党
は
、
資
本
主
義
経
済
シ
ス
テ
ム
と
議

会
制
民
主
主
義
に
立
脚
し
な
が
ら
、
資
本
主
義
の
暴
走
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
。
こ
れ
ら
社
民
政
党
は
、
個
の
利
益
と
社
会
の
利
益
を
調
和
さ

せ
て
高
度
福
祉
国
家
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
」
と
す
る
。
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
を

軸
と
す
る
安
全
保
障
体
制
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
あ
と

が
き
で
、「
日
本
社
会
党
の
戦
後
史
は
こ
れ
を
突
き
詰
め
て
い
え
ば
、

日
米
安
保
体
制
＝
自
由
主
義
陣
営
打
破
の
た
め
の
闘
い
で
あ
っ
た27

」

と
い
う
の
は
、
説
得
力
が
あ
る
。
自
由
主
義
陣
営
防
衛
の
西
欧
社
民

と
は
真
逆
だ
。

世
間
で
は
、
社
会
党
は
「
社
民
化
」
し
た
と
い
わ
れ
が
ち
。
河
野

康
子
『
日
本
の
歴
史
25 

戦
後
と
高
度
成
長
の
終
焉28

』
は
、
そ
の
典

型
で
、「
社
会
党
は
西
欧
型
社
会
民
主
主
義
に
向
け
て
新
綱
領
が
採

択
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
態
は
、
違
う
の
で
あ
る
。「
新
宣
言
」

起
草
に
か
か
わ
っ
た
高
木
郁
朗
は
、「
党
と
し
て
は『
社
会
民
主
主
義
』

と
は
何
か
に
つ
い
て
の
公
式
の
規
定
は
な
い
ま
ま29

」
と
い
う
。
言
葉

だ
け
の
社
会
民
主
主
義
な
の
だ
。
安
保
、
自
衛
隊
に
つ
い
て
言
及
し

た
ら
壊
れ
る
。
社
会
党
の
歴
史
は
、
原
が
言
及
し
た
よ
う
に
、
反
安

保
、
反
自
衛
隊
、
反
米
で
、
社
民
党
も
こ
の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い

る
よ
う
だ
。
政
権
交
代
を
め
ざ
す
「
反
対
党
」
と
は
正
反
対
な
の
だ
。

社
会
党
は
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
の
〝
異
分
子
〟
と
し
て
再
三
糾

弾
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
ソ
連
共
産
党
や
中
国
と
共
同
声
明
な
ど
、
中

ソ
寄
り
の
姿
勢
を
と
り
続
け
た
か
ら
。
社
会
党
は
、
会
費
の
未
納
だ

っ
た
。
つ
ま
り
日
本
社
会
党
は
、
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
や
「
社
会
民

主
主
義
」
と
は
「
無
縁
」
だ
っ
た
と
言
え
る
（
江
田
三
郎
は
書
記
長

に
な
っ
て
そ
の
是
正
を
め
ざ
し
た
が
）。
そ
れ
は
む
し
ろ
「
社
会
党

的
な
も
の30

」
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

次
に
、
日
本
共
産
党
に
つ
い
て
も
簡
単
に
言
及
し
た
い
。
上
述
し

た
よ
う
に
、
共
産
主
義
者
に
と
っ
て
、「
社
民
」
は
目
障
り
な
存
在
。

か
つ
て
の
日
本
社
会
党
に
も
鈴
木
茂
三
郎
を
は
じ
め
、
社
共
統
一
戦

線
に
つ
い
て
は
警
戒
論
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
、
共
産
党
の
反
安
保

論
は
、共
産
党
の
主
題
。
二
段
階
革
命
の
第
一
段
階
は
反
米
闘
争
だ
。

反
安
保
は
、
安
全
保
障
政
策
論
で
あ
る
よ
り
、「
社
会
主
義
体
制
」

と
「
資
本
主
義
体
制
」
の“

体
制”

選
択
の
闘
争
だ
。
宮
本
顕
治
は
、

講
和
条
約
と
安
保
条
約
の
問
題
は
「
第
2
次
大
戦
後
の
二
つ
の
社
会
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体
制
の
世
界
史
的
な
対
立
と
闘
争
の
部
分31

」
と
党
大
会
で
説
明
し
て

い
る
。
安
保
は
、
防
衛
政
策
の
問
題
以
前
に
社
会
体
制
の
問
題
な
の

だ
。
だ
か
ら
、
そ
の
後
も
、
統
一
戦
線
の
条
件
と
し
て
の
「
革
新
三

目
標32

」
を
主
張
し
て
き
た
が
、
そ
の
第
一
目
標
が
反
安
保
だ
っ
た
。

こ
こ
で
、
こ
こ
最
近
の
共
産
党
改
革
論
に
つ
い
て
若
干
言
及
し
た

い
。
共
産
党
の
シ
ン
パ
や
そ
れ
に
近
い
人
が
共
産
党
改
革
論
を
闘
わ

せ
て
い
る
。
要
点
を
絞
る
。
中
北
浩
爾
は
、
①
イ
タ
リ
ア
共
産
党
型

の
社
民
主
義
へ
の
転
換
②
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
特
化33

、
を

提
言
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
の
可
能
性
も
無
理
と
考
え
る
が
、「
外
交
安

保
政
策
に
つ
い
て
現
実
化
を
進
め
な
け
れ
ば
政
権
を
担
う
こ
と
は
で

き
な
い34

」
と
い
う
の
は
、ま
さ
に
正
鵠
を
射
て
い
る
。
佐
藤
優
は
「
労

農
派
化
を
図
っ
て
い
る35

」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
的
外
れ
。
労
農
派
化

と
は
、
一
段
階
革
命
路
線
で
、
か
つ
て
の
左
社
綱
領
の
よ
う
に
「
社

会
主
義
化
」「
国
有
化
」「
社
会
化
」
と
な
る
。
そ
ん
な
政
党
が
国
民

に
相
手
に
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
共
産
党
内
で
話
題
を
惹
起

し
た
鈴
木
元
は
、
も
っ
と
大
胆
な
提
案
だ
。「
北
欧
型
福
祉
国
家
」

化
な
ど
で
、
か
つ
て
の
民
社
党
化
だ36

。
筆
者
の
見
込
み
は
、「
第
二

社
会
党
化
」。
護
憲
・
改
憲
闘
争
が
最
後
の
決
戦
場
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
か
つ
て
の
民
社
党
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
民
社
党
は
、

世
間
の
予
想
に
反
し
て
、
自
民
党
と
の
連
立
は
な
か
っ
た
。
民
社
党

は
、
連
立
政
権
待
望
時
代
に
、
連
立
政
権
の
条
件
を
一
九
九
二
年
の

党
大
会
で
決
め
て
い
る
。
四
条
件
だ
。「
自
衛
隊
、安
保
、日
韓
条
約
」

の
堅
持
と
「
原
子
力
推
進
」
だ
。
こ
れ
が
一
九
九
三
年
の
細
川
連
立

政
権
の
ベ
ー
ス
に
な
る
。
そ
の
前
に
、
一
九
七
九
年
十
二
月
の
公
明

党
と
の
連
立
政
権
構
想
で
は
、
公
明
党
が
、
こ
れ
を
容
認
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
公
明
党
は
翌
一
月
に
社
会
党
も
連
立
政
権
構
想
を
ま
と
め

発
表
し
た
の
に
は
驚
い
た
。
二
股
を
か
け
て
い
た
の
だ
。
そ
こ
で
は
、

安
保
は
「
解
消
め
ざ
す
」、
自
衛
隊
は
「
縮
小
、
改
組37

」
だ
っ
た
。

５
．
ゆ
が
み
の
原
因
は
何
か

最
後
に
、こ
の
防
衛
政
策
の
ゆ
が
み
の
原
因
は
何
か
。
そ
の
現
状
、

原
因
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。

日
本
の
国
防
政
策
は
歪
ん
で
い
る
。
象
徴
的
な
こ
と
は
、
ま
ず
、

国
民
の
低
い
国
防
意
識
で
あ
る
。

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
も
あ
り
、
国
民
の
国
防
意
識
は
高
ま

っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
日
米
安
保
や
自
衛
隊
を
必
要
と
考

え
る
国
民
は
八
―
九
〇
％
。
自
衛
隊
の
増
強
に
つ
い
て
も
そ
う
。
改

憲
の
支
持
も
過
半
数
を
上
回
る
。
と
こ
ろ
が
九
条
改
正
に
絞
れ
ば
、

よ
く
分
ら
な
く
な
る
。
深
刻
な
の
は
、
国
民
の
国
防
意
識
。「
国
の
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た
め
に
戦
い
ま
す
か
」
と
い
う
世
界
調
査38

に
よ
れ
ば
、
日
本
は
一
三

％
と
異
常
に
低
く
世
界
最
低
水
準
で
あ
る
。
シ
ェ
ル
タ
ー
の
設
置
率

も
〇
・
〇
一
％
と
最
低
。
隣
国
韓
国
は
、
北
の
脅
威
で
三
〇
〇
％
の

設
置
率
と
言
わ
れ
る
。
憲
法
に
軍
隊
規
定
が
な
い
国
。
各
論
で
も
、

陸
上
イ
ー
ジ
ス
配
備
に
秋
田
県
は
反
対
。
沖
縄
先
島
へ
の
自
衛
隊
配

備
増
強
に
も
反
対
運
動
が
う
る
さ
い
。

こ
う
し
た
原
因
は
何
か
。
い
ま
だ
敗
戦
後
遺
症
か
。
日
米
安
保
依

存
症
か
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
よ
う
だ
。
左
翼
や
マ
ス
コ
ミ
の
反
戦〝
平

和
教
育
〟
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
も
習
体
制
の
も
と
で
、「
愛
国
教

育
」
の
強
化
が
叫
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
日
本
で
は
中
学
歴
史
教
科

書
を
み
て
も
、
自
由
社
の
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
」
な
ど
が
、
頑
張

っ
て
、
い
ま
や
「
従
軍
慰
安
婦
」
な
ど
悪
宣
伝
を
除
去
し
た
が
、
ま

だ
ま
だ
。八
社
の
教
科
書
で
、左
翼
教
育
に
お
か
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、

自
由
社
と
育
鵬
社
の
二
社
の
み
。
旧
社
会
党
系
の
「
平
和
フ
ォ
ー
ラ

ム
」
の
中
心
部
隊
は
、日
教
組
と
自
治
労
。
こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
「
平

和
教
育
」
が
重
点
活
動
と
な
る
。〝
自
虐
〟〝
反
戦
〟
教
育
が
再
生
産

さ
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
報
道39

な
ど
マ
ス
コ
ミ
の
偏
向
の

影
響
も
大
き
い
。
教
育
現
場
で
の
こ
の
地
上
戦
に
、
さ
ら
に
情
報
の

空
中
戦
に
勝
た
ね
ば
、
改
憲
に
む
す
び
つ
く
健
全
な
国
防
意
識
の
形

成
は
容
易
で
な
か
ろ
う
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。

1　

本
年
（
二
〇
二
四
）
五
月
八
日
参
議
院
憲
法
審
査
会
で
立
憲
国
民
党
筆
頭

幹
事
の
辻
元
清
美
議
員
は「
国
会
議
員
が
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
規
範（
憲
法
）

を
変
え
る
資
格
が
あ
る
の
か
」
と
発
言
（
朝
日
新
聞
五
・
九
）

2　

ヨ
ネ
ス
ク
・
デ
マ
ダ
リ
ア
ー
ガ
著
の
『
反
対
党
の
研
究
』（
未
来
社
）
が
あ
る
。

3　

内
田
満
『
政
治
学
入
門
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
七
五
―
七
六
頁

4　

同
上
、
八
〇
―
八
一
頁

5　

内
田
満
『
政
治
を
め
ざ
す
人
の
た
め
の
政
治
学
十
二
章
』
ブ
レ
ー
ン
出
版
、

二
〇
〇
四
年
、
七
二
頁

6　

内
田
満
『
入
門
』、
八
四
頁

7　

週
刊
社
会
新
聞
一
九
六
〇
・
二
・
九

8　

朝
日
新
聞
の
太
田
博
夫
記
者
は
「
当
時
の
朝
日
は
、
～
と
り
わ
け
社
会
党

の
現
実
的
な
国
民
政
党
へ
の
脱
皮
を
望
ん
で
い
た
よ
う
だ
」（
一
九
八
〇
・ 

三
・
二
一
「
週
刊
民
社
」）
と
述
懐
。

9　

粟
屋
憲
太
郎
『
昭
和
の
政
党
』
小
学
館
、
一
九
八
三
年
、
一
六
八
頁
に
よ

れ
ば
「
三
井
の
政
友
会
、
三
菱
の
憲
政
党
（
民
政
党
）」「
安
田
、
住
友
ら
も

政
友
会
系
」

10　
『
村
山
富
市
回
顧
録
』
薬
師
寺
克
行
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
年
、

二
〇
〇
頁
、
一
八
〇
頁

11　

高
木
郁
朗
『
戦
後
革
新
の
墓
碑
銘
』
旬
報
社
、
二
〇
二
一
年
、
七
五
頁

12　

拙
著
『〝
革
新
〟
と
国
防
』
桜
町
書
院
、
二
〇
一
七
年
、
五
一
―
五
二
頁

13　

拙
稿
「
社
会
党
は
本
当
に
変
わ
っ
た
の
か
」（
週
刊
民
社
一
九
九
四 

・
九
・

一
六
）

14　

船
橋
成
幸
「
い
ま
の
党
に
問
い
た
い
こ
と
」『
わ
れ
ら
回
想
の
〝
三
宅
坂
〟』
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（
社
会
党
本
部
書
記
局
Ｏ
Ｂ
会
）、
一
九
九
八
年
、
九
〇
―
九
四
頁

15　

同
上

16　

志
位
和
夫
『
新
・
綱
領
教
室
（
下
）
―
二
〇
二
〇
年
改
定
綱
領
を
踏
ま
え
て
』

新
日
本
出
版
社
、
二
〇
二
二
年
、
四
七
頁

17　

佐
瀬
昌
盛
『
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
』
文
春
新
書
、
一
九
九
九
年
、
二
〇
〇
頁
、
六
〇

頁
18　

読
売
新
聞
一
九
五
一
・
三
・
二
、
前
掲
拙
著
『〝
革
新
〟
と
国
防
』
八
二
―

八
三
頁

19　

同
上
、
九
〇
頁

20　

六
月
二
十
一
日
の
暫
定
結
果
で
一
八
・
八
九
％
、
一
三
六
議
席
確
保
（
前
回

比
三
議
席
減
）

21　

曽
祢
益
『
私
の
メ
モ
ア
ー
ル
』
日
刊
工
業
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
、

二
二
〇
頁

22　

民
社
研
編
『
民
主
社
会
主
義
事
典
』（
学
習
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
一
〇
）
一
九
六
七 

年
、
四
一
頁

23　

江
田
三
郎
『
新
し
い
政
治
を
目
指
し
て
』
日
本
評
論
社
、
一
九
七
七
年
、

五
七
頁

24　
「
社
会
民
主
党
宣
言
」（
二
〇
〇
六
・
二
・
十
二
）
で
「
社
会
民
主
主
義
こ
そ

次
代
の
担
い
手
で
あ
り
、
世
界
史
の
流
れ
」
と
い
い
「
非
武
装
の
日
本
を
め

ざ
し
」「
安
保
は
、
最
終
的
に
平
和
友
好
条
約
へ
転
換
」
と
あ
る
。

25　
「
月
刊
社
会
党
臨
時
増
刊
・
結
党
五
十
周
年
、
社
会
党
の
足
跡
」

26　

原
彬
久
『
戦
後
史
の
な
か
の
日
本
社
会
党
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
〇
年
、

三
四
〇
―
三
四
一
頁

27　

同
上
、
三
四
九
頁

28　

高
木
前
掲
書
、
一
六
五
頁

29　

河
野
康
子
『
日
本
の
歴
史
24 

戦
後
と
高
度
成
長
の
終
焉
』
講
談
社
、

二
〇
一
〇
年
、
二
六
四
頁

30　

大
原
社
研
編
『
無
産
政
党
の
命
運
―
日
本
の
社
会
民
主
主
義
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
二
四
年
の
終
章
で
有
馬
学
は
「
社
会
党
的
な
も
の
」
を
特
記

し
て
い
る
。

31　

宮
本
顕
治
『
日
本
革
命
の
展
望
』
新
日
本
出
版
、
一
九
七
一
年
、
二
五
頁

32　
「
日
本
共
産
党
の
民
主
連
合
政
府
綱
領
に
つ
い
て
の
提
案
」
一
九
七
三
・
一
一

で
、「
革
新
三
目
標
」
の
第
一
で
「
日
米
軍
事
同
盟
と
手
を
切
り
、
日
本
の
中

立
を
は
か
る
」

33　

中
北
浩
爾
『
日
本
共
産
党
』
中
公
新
書
、
二
〇
二
二
年
、
四
〇
一
―

四
〇
二
頁

34　

中
北
浩
爾
「
自
己
改
革
で
日
本
政
治
の
ゲ
ー
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
ャ
ー
に
」『
希

望
の
共
産
党
』
あ
け
び
書
房
、
二
〇
二
三
年
、
五
二
頁

35　

佐
藤
優
『
日
本
共
産
党
の
１
０
０
年
』
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
二
二
年
、

一
〇
九
頁

36　

鈴
木
元
『
志
位
和
夫
委
員
長
へ
の
手
紙
』
か
る
が
も
出
版
、
二
〇
二
三
年
、

二
〇
二
頁

37　
「
社
会
党
と
公
明
党
の
連
合
政
権
合
意
」（
一
九
八
〇
・
一
・
一
〇
）
で
は
「
安

保
解
消
を
め
ざ
し
」「
自
衛
隊
は
、
縮
小
・
改
組
を
検
討
す
る
」。
こ
れ
に
対
し
、

民
社
党
・
公
明
党
の
合
意
（
一
九
七
九
・
一
二
・
六
）
で
は
「
安
保
、
当
面
存
続
」

「
自
衛
隊
、
保
持
」
だ
。

38　

世
界
価
値
観
調
査
、
二
〇
二
二
年

39　

例
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
「
日
本
史
」
の
「
太
平
洋
戦
争
」
で
は
、
高
校

生
ら
に
一
方
的
に
「
戦
争
だ
け
は
お
こ
し
て
は
成
り
ま
せ
ん
ね
」
と
言
わ
せ

て
い
る
（
二
〇
二
四
年
一
月
三
十
一
日
放
映
）。


